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開発許可制度のあらまし
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電話 ： 025-520-5763 FAX ： 025-526-6112
E-mail : toshi-keikaku@city.joetsu.lg.jp

開発許可
の流れ

其の八

事前相談

公共施設管理者との
同意・協議

同意

開発許可申請

許 可

造 成

完了届

検 査

検査済証

完了公告

公共施設の帰属

●許可の見通し
●技術指導

都市計画法第３２条に
基づく協議

都市計画法第２９条に
基づく許可申請

都市計画法第３６条①

都市計画法第３６条②

都市計画法第３６条③

都市計画法第３６条④

都市計画法第４０条

道路法等他法令
の許可申請

建築確認
申請

建築確認
済証

建築

完了届

都市計画法第３７条
ただし書きに該当する

場合、建築物等の事前
着工が可能です。

開発行為を行う場合、都市計画法第２９条の開発許可
の手続きが必要になります。
また、市街化調整区域で、建築物を建築する際、都市

計画法に基づく手続きが必要な場合がありますので、事
前に都市整備課までお問い合わせください。

１１

土地にかかる制限について、
事前に十分確認してください。
特に農地であれば、農地転用
許可の見込みがあるか確認
が必要です。

道路等、新たな公共施設
の築造を伴わない場合、
事前相談から許可まで２ヶ
月程度かかります。

不明な点や詳細等につきましては
こちらまでお問い合わせください。

ぼくたちがわかりやすく
ご説明します！

上越忠義隊けんけんず (C)上越市

謙信くん 兼続くんけんけん

※道路等、新たな公共施設を築造
しない場合、不要です。

平成２６年４月 作成
令和 ２年４月 改訂
令和 ４年４月 改訂



市街化区域、
市街化調整区域

とは･･･

『市街化区域』は市街化を計画的に進める
区域で、『市街化調整区域』は市街化を抑
制し、田園・自然を守る区域です。

○土地利用規制の必要性
例えば、宅地を開発する場合、生活に必要な道路や公園、下水道などの施設が必

要となりますが、無秩序にあちこちで開発が行われると、それらの施設を維持・管
理する負担が大きくなり、効率の悪いまちになります。
このため、効率的で良好なまちづくりを行うため都市計画を定めています。

上越都市計画区域（線引き都市計画区域）の場合

市街化を抑制し、優良な農地
や田園・自然などを守っていく
区域です。（優良な農地は、
農業振興地域の農用地区域
に指定されています。）

市街化調整区域

其の弐

高田城址公園

四ケ所

高田駅●

南高田駅●

上越妙高駅●

市街化（住居や店舗、工場などをつくるこ
と）を計画的に進める区域です。

土地利用（用途地域）のルールが定めら
れていて、例えば、緑色、黄色であれば住
居、赤色であれば商業、青色であれば工
業というように使い方のルールがあります。

市街化区域

鴨島

寺

子安

今池

島田

岡原

都市計画図で着色されているところが
『市街化区域』 着色されていないところが
『市街化調整区域』です。

都市計画道路

都市計画公園

(例)高田城址公園

(例)北城町東城町線

２

都市計画
とは･･･

上越市には、市街地と田園地帯、そして緑豊かな自然があり、そこには多くの
人々が生活しています。
上越市が将来にわたり持続的に発展するためには、地域に合った土地の使い方

や建物の建て方（土地利用）にルールが必要です。また、生活に必要な道路や公
園、下水道などの都市施設を計画的に整備・維持管理していくことで、市民の皆
さんが暮らしやすいまちをつくることができます。
このようなまちづくりに必要な計画が『都市計画』であり、都市計画を定めた

区域を『都市計画区域』といいます。『都市計画区域』には、『市街化区域』と
『市街化調整区域』の２つの区域に分けられている線引き都市計画区域と、区域
の分けをしていない非線引き都市計画区域があります。

都市計画は『市民の皆さんが暮らしやすい
まちをつくるために必要なルール』です。

上越市内には、市町村合併に伴い、３つの都市計画区域があります。

○都市計画と都市計画区域

○上越市の都市計画

①上越都市計画区域（線引き都市計画区域）
合併前の上越市、大潟区の全域、頸城区の一部

②柿崎都市計画区域（非線引き都市計画区域）
柿崎区の一部

③妙高都市計画区域
（非線引き都市計画区域）

中郷区の一部

※上記以外は、
都市計画区域外です。

１

都市計画は、暮らしや
すいまちをつくるための
ルールなんだね

其の壱

国道405号

上越総合運動公園

県立中央病院



新たな公共施設（道路
等）を整備しないことが

前提です。

イメージ図

農振農用地は今
回のルール適用
外です。

ルール適用区域内であっ
ても、周辺の農地と一体
性があり、農地転用がで
きない農地は対象外です。

市街化調整区域に
おける土地利用の
適正化

人口減少や少子・高齢化など、社会情勢の変化
に対応し、集落の機能等を維持するための１つ
の方策として、新たな土地利用ルールを検討し
ています。

其の六

７

集落の範囲を限定し、その範囲内では農家要件及び土地の所有要件等に関係なく、一定の利活用
ができるようになります。

（例１）東京からのIターンの方が、土地の要件（地目、所有期間等）を気にせず、集落に居住することが
可能になります。

（例２）工場などの跡地利用については、新たなインフラ整備を伴わず、一団の土地利用で地域の環境
に悪影響を及ぼさない範囲で、従前の建物の用途を変更し利活用することができます。

ルール１：集落内の空き地・農地の有効活用

新たな道路築造は

線引き
（S59.12.28）以前

から宅地じゃない
と、建築は難しい
んだよな・・

１０年以上
土地を所有
していない
と建築は難
しいんだよ
な・・

これからは・・

集落内では、土地
要件に関係なく、専
用住宅、併用住宅
が建築できるように
なります。

３

開発行為
とは･･･

主に建築物の建築を目的とした
『土地の区画形質の変更』のことです。

土地の『区画』『形質』の変更のいずれかに該当する行為がある場合をいいます。

○開発行為とは

○土地の『区画形質の変更』とは

主として建築物の建築又は特定工作物※

を建設する目的で行う『土地の区画形質の
変更』のことをいいます。

土地の『区画』
の変更

区画とは、土地の利用状況が他の土地とは独立して利用されている
土地の範囲のことで、『区画の変更』とは、区画の範囲を変更する
ことです。

※特定工作物とは：第１種特定工作物（コンクリートプラント、アスファルトプラント、危険物の貯蔵・処理用工作物）と第２種
特定工作物（ゴルフコース、１ha以上の野球場、陸上競技場、レジャー施設である工作物および墓地）をいいます。

○○番
○○番２○○番１ ○○番２○○番１

道路を新設し、所有を分
けた利用をする場合

分合筆・所有権等の変更
のみ

土地の分合筆・所有権の変更のみ
で、利用状況に変化がない場合、
区画の変更にあたらない

道路等の新設により、１つの土地を
複数に分けて利用する場合、土地
利用形態としての区画を明確に分
けることから、区画の変更に該当

土地の『形質』
の変更

土地の『形質の変更』とは、切土・盛土の造成工事を行ったり、農地等
を宅地にしたりする場合をいいます。
ただし、建築物の建築等で不可分な一体工事と認められる基礎打ち、土
地の掘削や、すでに建築物の敷地となっていた土地で区画の変更をしな
い場合は、原則として開発行為に該当しません。

建築物等と一体でない、いわゆる『青
空駐車場』の造成や『資材置き場』の
造成は、開発行為に該当しません。

其の参

農地等を宅地にする場合 建築物を建築するための
盛土及び擁壁設置

建築物の基礎工事に
伴う掘削

農 地

宅 地

『形質の変更』に該当 『形質の変更』に該当 『形質の変更』にあたらない

盛土による造成 基礎部分のみの掘削

擁壁の
設置

『区画の変更』に該当 『区画の変更』にあたらない

現在の土地これを これを

４

市街化区域

市街化調整区域

線引き都市計画区域内の開発許可

開発許可
とは･･･

開発行為を行う場合は、農家住宅等許可不要
とされているものを除き、あらかじめ市長の許
可を受ける必要があります。

開発面積が１,０００㎡以上の開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。
許可を受けるためには、その計画が、道路、排水、公園等の公共施設の整備や宅

地の安全性等について、法に定める技術基準に適合していなければなりません。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、開発面積の大小に関
わらず開発許可又は建築許可を受けなければ、建築物等を建築することや建築物の
用途を変更することはできません。

○開発許可とは

※非線引き都市計画区域の場合は3,000㎡、都市計画区域外の場合は10,000㎡以上の開発行為を行う場合は、
開発許可が必要です。

道 路

公園・緑地・広場

消防水利

消火栓

市街化調整区域における開発については、『開発
審査会』で了承を得ずにできるものと、了承を得な
ければできないものがあります。

開発行為における
技術基準

開発行為を行う場合に、必ず
守らなくてはならない基準が
『技術基準』です。この技術基
準は、宅地に一定水準の安全を
確保することを目的として、都
市計画法に定められています。

其の四

都市化の進展に伴う無秩序な開発を規制し、都市の健全な発展と秩序ある整備
を目的として開発行為を許可制としているもので、都市計画法第29条に基づき、
宅地造成等を行う際に必要とされる許可のことです。

市街化調整区域の開
発許可の要件は、次
のページで説明します。

技術基準を守ることで、
安心・安全な宅地が
造成されます。

住宅地の開発では、一般
区画道路は幅員６.５ｍ
で整備されます。

開発面積が１.０ha以上の場
合は、開発面積の３％以上の
公園・緑地・広場が設置され
ます。

消防水利は、原則、開発区域のい
ずれの地点からも１００ｍ以内に
位置していることが必要です。
配置距離を満たさない場合は、開
発者が消防水利を設置します。

0.5 0.5

※
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５ ６

市街化調整区域で
建築できるもの

市街化調整区域は、市街化を抑制し、優良な農
地や田園・自然環境を守っていく区域であり、建
築できる建築物の用途、規模等が制限されてい
ます。

市街化調整区域では、都市計画法第３４条第１号から第１３号に掲げる用途のもの、
または『開発審査会』で了承されたものが建築できます。
ここでは、現在の制度上、あらかじめ開発審査会に諮ることなく許可できる代表的な

ものをご紹介します。

主要道路沿線に立地する道路管理施設、
沿道サービス施設
（同類の店舗は近接して立地できません）

※線引き時とは、市街化区域と市街化調整区域が定められた時で、上越市では昭和59年12月28日です。

ガソリンスタンド

其の五

市街化区域 市街化調整区域

50ｍ

50ｍ

既存集落内の線引き時に宅地
で、50戸連たんし、かつ、災害リ
スクの高い区域以外の範囲に
おいては専用住宅、併用住宅等

が建築可能

飲食店

市街化区域から１ｋｍの範囲

コンビニエンス
ストア

※線引き時宅地以外でも可能

市街化調整区域で建築できる代表的なもの

市街化調整区域に住んでいる人のため
の公共公益施設・日常サービス店舗等

◆公共公益施設の例

保育園 診療所

◆店舗事業所等
（敷地面積1000㎡未満、建築延べ面積200㎡未満）

理容室・美容室 学習塾 等コンビニエンス
ストア

郵便局

※線引き時宅地以外でも可能。
ただし、既存集落内であること

法第３４条第９号

法第３４条第１号

※許可不要

農家住宅
※許可不要

農家住宅

分家住宅

法第３４条第１４号

市街化区域から１㎞以内にある５０戸
連たんする集落で、線引き時に宅地と
して利用している土地は、住宅の建築
が可能です。

本家と同一集落内で、
親等が５年以上所有
している土地に建てら
れます。

法第３４条第１１号

50ｍ以上既存住宅
既存住宅

計画建物

道路利用者のため
のサービス施設は
建てられます。

市街化調整区域に住んで
いる人たちの日常サービ
ス店舗等は建てられます。

（敷地面積1000㎡以上3000㎡以下、建築延べ面積200㎡未満）

農用地

農用地

農用地

※許可不要

農業用施設

市で定めた既存集落内の土地
において、専用住宅、併用住宅

等が建築可能
（詳しい内容は、Ｐ７～８参照）

法第３４条第１４号

既存集落

計画建物

工業地域

住居地域

商業地域
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新たに農振農用地を除外
せず、農地転用の許可が見
込まれることが前提です。

集落の範囲を限定し、その範囲内で
あれば、土地要件等（宅地、１０年所
有等）に関係なく、利活用できます。

新たな公共施設（道路
等）を整備しないことが
前提です。

イメージ図

農振農用地はこ
のルールの適用
外です。

ルール適用区域内であっ
ても、周辺の農地と一体
性があり、農地転用がで
きない農地は対象外です。

既存集落区域
(ルール適用区域)

市街化調整区域に
おける土地利用の
適正化

人口減少や少子・高齢化など、社会情勢の変化
に対応し、集落の機能等を維持するための１つ
の方策として、市独自の土地利用ルールを運用
しています。

其の六

（前提１）新たに農振農用地を除外せず、農地転用許可が見込まれる
（前提２）新たな公共施設(道路等)を 整備しない

７ ８

市では、市街化調整区域の土地利用について、優良な農地や田園、自然環境を守り
つつ、人口減少や少子・高齢化など、社会情勢の変化に対応し、集落の機能を維持し
ていくため、下記のような市独自の土地利用ルールを運用しています。
具体的な内容等は、Ｐ９～１０【よくある質問Ｑ＆Ａ】を参照してください。

５０戸連たんに関わらず、集落の範囲を限定し、その範囲内では土地要件等に関係なく、一定の利活
用ができます。

（例１）東京からのIターンの方が、土地の要件（地目、所有期間等）を気にせず、集落に居住することが
可能です。

（例２）工場などの跡地利用については道路など新たなインフラ整備を伴わず、一つの敷地として利用
し地域の環境に悪影響を及ぼさない範囲で、従前の建物の用途を変更し利活用することができ
ます。

ルール１：集落内の空き地・農地の有効活用

新たな道路築造は

線引き
（S59.12.28）時に

宅地じゃないと、
建築は難しいんだ
よな・・

１０年以上
土地を所有
していない
と建築は難
しいんだよ
な・・

集落内では、土地
要件に関係なく、専
用住宅、併用住宅
が建築できます。

既存施設の有効活用を図るため、地域の環境に悪影響を及ぼさない範囲で、建物の用途変更ができま
す。なお、所有者変更を伴う場合は、原則として、所有者の死亡・倒産・転勤の事情が必要となります。

（例１）以前は、建物用途の変更については、日本産業分類の中分類内での変更（例えば土木工事業→建
築工事業）に限り可能でしたが、市独自のルールの運用により、市街化調整区域において支障のな
い用途への変更が可能となりました。（工場を倉庫に利用することはできますが、倉庫を工場に利用
することは、周辺環境の悪化を招くためできません。）

（例２）農業、水産業の生産、加工、流通販売を業務展開する施設など、新たな地域ニーズに伴う施設の用
途変更及び開発行為については、開発審査会に個別付議し、許可を得れば建築することができます。

ルール２：既存建築物の有効活用

工 場 倉 庫土木工事業 建築工事業

７

以前は・・・ 現在は・・・

以前も
現在も・・・

以前は・・・

現在は・・・



《市街化調整区域における建築物の新築・改築、土地の売買に関する質問事項》

《市街化調整区域における既存建築物等の用途変更に関する質問事項》

Ｑ 以前工場だった建物を倉庫として使用したい。

Ａ：既存の建物用途と同種同類（日本産業分類の中分類内）の用途変更、市街化調整区域の住環境、
自然環境により好ましい用途への変更（質問のような、工場から倉庫（倉庫業を営むための倉庫は除
く）への変更）であれば、許可を得た上で利用できます。

Ｑ 以前工場が建っていた更地を購入し、宅地分譲したい。

Ａ：道路の築造を伴う宅地分譲は市街化を促進するため、このような土地利用はできません。
既存の公共施設を利用する（道路築造を伴わない）ものであれば、一つの敷地を数区画に分割し
て、住宅敷地として利用することもできますが、その場合は、各区画において住宅を建築しようとする
者が、それぞれ許可を得る必要があります。

Ｑ 市街化調整区域の所有地に息子の家を建てたい。

Ａ：「分家住宅」の基準に該当すれば、許可を得た上で建築できます。
許可するためには、①親等が５年以上所有している土地であること、②親等が１０年以上居住して
いる集落内の土地であること、③敷地を５００㎡以下とすること、などの条件を満たすことが必要です。

Ｑ 市街化調整区域内の土地を買って家を建てたい。

Ａ：既存集落区域内の土地であれば、許可を得た上で建築することができます。ただし、購入する土
地が農地である場合は、農振農用地ではないこと、農地転用の許可が見込まれることなど、農地法
など他法令による要件をクリアする必要があります。
なお、既存集落区域内の土地かどうかは、都市整備課までお問い合わせください。

Ｑ 用途変更できる建物用途や規模に制限はあるのでしょうか。

Ａ：現在の建物用途よりも住環境、自然環境に良いものであれば、用途変更が認めらますが、どのよう
な規模でもよいというわけではありません。工場をスーパーマーケットなどの大きな集客施設に変更
すると市街化が促進されることから、店舗について床面積２００㎡未満（深夜営業を行わないもの）で
あることが条件です。 １０

よくある質問

Ｑ＆Ａ
市街化調整区域における土地利用につい
て、よくある質問とその回答をご説明します。

其の七

Ｑ 建築できる建物用途に制限はありますか。

《市独自の土地利用ルール（P７～８）に関する質問事項》

Ｑ 住宅を建てる場合、敷地（宅地）の広さに制限はありますか。

Ａ：用途は、住居専用住宅、店舗併用住宅に限定しています。
市街化調整区域は、優良な農地や田園・自然環境を守っていく区域であり、農地や自然環境を
守っていくために、既存集落における集落機能を維持することが、この土地利用ルールを定めた
目的です。
そのため、集落への定住化が図られる住居系の用途に限定しており、市街化が促進され、定住
化につながらない「共同住宅」や「店舗・事業所」は建築できません。

Ａ：敷地は５００㎡以下とします。
市街化調整区域は市街化を抑制し、優良な農地や田園・自然環境を守っていく区域ですので、
宅地化を極力抑える必要あり、建築する敷地面積を５００㎡以下に制限しています。
また、農地法に基づき農地を宅地に転用する場合も、おおむね５００㎡以下であることが許可の
条件となっています。

Ｑ 新たな公共施設（道路等）を整備しないことが前提となっていますが、なぜでしょうか。

Ａ：道路など新たな公共施設を整備すると、維持管理費が増加します。今後、人口減少、少子・高齢
化が進み、市の財政状況はさらに厳しくなることが予想されることから、既に整備されている公共施
設を有効に活用し土地利用を図る必要があります。
また、新たな公共施設を整備した場合、まとまった宅地造成が可能となり市街化の促進につがな
ることから、新たな公共施設の整備を行わないことを前提としています。

《市街化調整区域で建築物の建築等を行う際の手続きに関する質問事項》

Ｑ 建築物を建築する場合や建物の用途を変更する場合の手続きの方法を教えてください。

Ａ：都市計画法に基づく手続き（許可申請）が必要となります。
市街化調整区域では、建築物を建築する目的で、土地の区画形質の変更を行う場合は、敷地の
規模に関わらず、都市計画法の許可が必要になります。
詳しくは、P１１「開発許可の流れ」を参照してください。

９

ぼくたちがお答えします！

Ｑ：現在の建物用途よりも住環境、自然環境に良いものであれば、用途変更ができると聞きました。家
の近くに廃業した工場（床面積が約５００㎡）があるのですが、スーパーマーケットに変更することは
できるでしょうか。

Ｑ：市街化調整区域で昭和４０年代から金属製品製造業を営んでいた工場がありますが、数年前に倒
産し取り壊され、現在更地になっています。学校から近く、場所も良いので、その土地を購入し、新し
く道路を築造したうえで、数区画に区割りして宅地分譲を行うことは可能でしょうか。

Ｑ：市街化調整区域で昭和４０年代から繊維工業を営んでいた工場がありますが、現在は廃業し買い
手を探しています。私は倉庫を探していますが、その建物を購入し倉庫として利用することができる
でしょうか。

Ｑ：市街化調整区域内に住みたい集落があります。その集落内にある土地を第三者から購入し、住宅
を建築することは可能でしょうか。

Ｑ：市内のアパートに住んでいる息子家族が、住宅の新築を検討しています。実家近くの私の土地に
建てることは可能でしょうか。


